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【重点地区】
エルムの街周辺

重点地区

【重点地区】
▶選定理由
車両の交通量が多く、商業施設を利用する自転車利用者も多いことから、

交通事故の発生が懸念される。

自転車安全利用５則
１ 車道が原則。左側を通行。

歩道は例外。歩行者を優先。
２ 交差点では一時停止。安全確認。
３ 夜間はライトを点灯。
４ 飲酒運転は禁止。
５ ヘルメットを着用。
自転車乗車中の
「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」
の罰則が強化されました！
違反者は自転車運転者講習制度の対象
になります。

エルムの街交番


